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令和６年度食品衛生基準科学研究費補助金（食品安全科学研究事業） 

 

食品添加物の指定等手続きの国際整合に資する研究 

分担研究報告書 

 

要請資料作成の透明性の向上に資する情報発信に関する調査研究 

 

研究分担者 佐藤 恭子        国立医薬品食品衛生研究所・食品添加物部 

 

研究要旨 

食品添加物の指定又は規格基準改正（以下「指定等」という。）を要請するには、要

請書及び概要書をはじめとする添付資料（以下「要請資料」という。）を作成すること

が求められるため、食品添加物指定等相談センター（FADCC）では、要請資料の作成等

の支援を行っている。本研究では、我が国における食品添加物の指定等要請の手続き

や要請資料作成過程の透明性を高めることを目的に、「食品添加物の指定及び使用基準

改正要請資料作成に関する手引」の解説資料として、概要書作成に関する基本的な留

意点や成分規格案作成の手順をまとめた「手引注解」の作成を継続し、ホームページ

の更新等を行った。 

研究協力者 

西沢 元仁 国立医薬品食品衛生

研究所 食品添加物指定等相談セ

ンター（FADCC）センター長 

小野寺博志 国立医薬品食品衛生

研究所 FADCC 相談員 

田端 節子 国立医薬品食品衛生

研究所 FADCC 相談員 

根本 了  国立医薬品食品衛生

研究所 FADCC 相談員 

林 新茂  国立医薬品食品衛生

研究所 FADCC 相談員 

 
1 「生活衛生等関係行政の機能強化のための

関係法律の整備に関する法律」（令和 5 年法

丸山 若重 国立医薬品食品衛生

研究所 FADCC 相談員 

 

A．研究目的 

 令和 6年 4月 1日に厚生労働省が所

管していた食品衛生行政のうち、食品

衛生基準行政が消費者庁へ移管され

た1。それまでは、食品添加物の指定又

は使用基準改正（以下「指定等」とい

う。）を要請する者（以下「指定等要請

者」という。）は、厚生労働大臣宛てに

要請書を提出することができる（提出

律第 36 号）附則第 2 条） 
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先：厚生労働省医薬・生活衛生局食品

基準審査課）とされていた2が、令和 6

年4月より、指定等要請者は要請書を、

内閣総理大臣に提出することとなっ

た。 

具体的には、指定等要請者は、要請

書及び要請書に添付すべき資料（以下

「要請資料」という。）を消費者庁食品

衛生基準審査課に提出する。消費者庁

は、受領した要請資料を確認し（この

段階で要請者に修正を求めることも

ある）、リスク評価機関である食品安

全委員会（食安委）に対して食品健康

影響評価を依頼する。食安委では、提

出された毒性試験成績等に基づき、許

容一日摂取量（ADI）の設定等が行われ、

食品健康影響評価の結果が通知され

る。なお、食安委での標準処理期間は、

追加資料の提出に要する期間を除き

１年間とされている。また、消費者庁

では、食品健康影響評価の結果を通知

された日から１年以内に、当該品目に

係る規格基準の策定等を行うよう努

めるものとされており、その間に、食

品衛生基準審議会における審議、WTO

通報等の手続きが行われる。 

要請書に添付すべき資料には、要請

しようとする食品添加物（以下「要請

品」という。）の成分規格案、使用基準

案（使用基準改正の場合は、現行の要

請品の使用基準と要請する使用基準

 
2 「食品添加物の指定及び使用基準改正に関

する指針」（平成 8 年 3 月 22 日衛化第 29 号

厚生省生活衛生局長通知別添、最終改正 令

和 4 年 9 月 29 日生食発 0929 第 3 号厚生労働

省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。

以下「厚労省指針」という。） 

改正案の対照表）、要請品の概要、有効

性、安全性及び一日摂取量推計等に関

する資料及びそれらの資料の内容を

まとめた概要書が含まれる。 

指定等要請者が食品添加物の指定

等に係る手続について理解を深める

とともに、要請資料を効率的に作成す

ることを目的として、厚生労働省の

「食品添加物の指定及び使用基準改

正に関する指針」（平成 8年 3月 22 日

衛化第 29 号厚生省生活衛生局長通知

別添）及び内閣府食品安全委員会の

「添加物に関する食品健康影響評価

指針」に基づき、平成 26 年に「食品添

加物の指定及び使用基準改正要請資

料作成に関する手引」3（以下「手引」

という。）が作成された。 

食品添加物指定等相談センター

（FADCC）では、平成26年に設立され、

要請資料の中心となる概要書の作成

に対し、手引に基づいて助言を行って

きた。食品安全委員会において平成 28

年以降、「香料に関する食品健康影響

評価指針」、「添加物（酵素）に関する

食品健康影響評価指針」、「栄養成分関

連添加物に関する食品健康影響評価

指針」が策定された後は、助言におい

てそれらも参照している。さらに、「添

加物に関する食品健康影響評価指針」

を含む4種類の食品健康影響評価指針
4の改正が行われ、食品健康影響評価指

3 「食品添加物の指定及び使用基準改正要請

資料作成に関する手引について」（平成 26 

年 9 月 9 日付け食安基発 0909 第 2 号厚生労

働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通

知）の別添 
4 https://www.fsc.go.jp/senmon/tenkabutu/ 
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針と手引に一部齟齬が生じ、FADCC で

の助言が複雑になっていた。また、日

EU 経済連携協定等の貿易協定の締結

により、指定等の要望が増大したこと

などから、我が国の指定等要請手続き

の透明化が求められていた。 

本研究では、我が国における食品添

加物の指定等に関する要請資料作成

の実態を踏まえ、食品添加物指定等要

請手続きに関するホームページでの

情報発信の充実を目指した。 

これまで、食品添加物指定等要請手

続きの透明性向上に向け、情報発信の

充実を目指して、概要書の根拠資料の

ための資料作成及び英文化を行い、

Webサイトに公開するとともに、Webサ

イトの更新を行った。また、手引の改

正を考慮し、手引の記載内容の理解を

助ける要請者向けの解説「手引注解」

の作成に取り組み、「添加物に関する

食品健康影響評価指針」に対応した一

般の添加物（栄養成分関連添加物、酵

素、香料以外の添加物を指す。）の手引

注解を作成した。今年度は、栄養成分

関連添加物、酵素及び香料の食品健康

影響評価指針に対応した各種手引注

解を作成し、昨年度作成した手引注解

の更新を行った。 

 

B．研究方法 

B-1．手引注解の作成及び更新 

 手引注解の作成においては、平成 26

年に通知された手引、令和 3年以降に

改正された4種類の食品健康影響評価

指針、令和 4年に改正された厚労省指

針、国立医薬品食品衛生研究所食品添

加物部のホームページ上で公開され

ている「食品添加物の成分規格作成の

解説」、第 10 版食品添加物公定書等を

参考にした。 

4 種類の食品健康影響評価指針にお

いて、必要とされる資料等が異なり、

一般の添加物、栄養成分関連添加物、

酵素及び香料の 4 分類の添加物では、

概要書の記載の留意点が異なるため、

昨年度は、基本となる一般の添加物の

新規指定要請を主な対象とした下記

の手引注解を作成した。 

• 全体的な注意  

• 加工助剤と母乳代替食品用添加

物の取り扱いについて 

• Ⅰ-1. 添加物の概要（1） 

• Ⅰ-2. 添加物の概要（2） 

• Ⅱ．有効性 

• Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂取量 

• 【別添】情報検索の案内（1） 

• 【別添】食品健康影響評価の考え 

     方 

• 【別添】安全性試験を新たに実施 

する場合の注意事項 

 今年度は、昨年度に作成した手引注

解を元に、栄養成分関連添加物、酵素

及び香料に対応する手引注解を整備

することとした。なお、昨年度の計画

では、一般の添加物の新規指定及び規

格基準改正についてそれぞれの手引

注解を作成することとしていたが、手

引及び厚労省指針は食品添加物の指

定及び使用基準改正要請を対象とし

ていることから、対象を新規指定と使

用基準改正とし、さらに、使用基準改

正は変更点が一部であることから、両
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者を合わせることとした。 

 

B-2．相談業務の透明性の向上 

 相談業務の実状に合わせ、Web サイ

ト及び資料の修正を行った。 

 

C．結果 

C-1．手引注解の作成及び更新 

 栄養成分関連添加物、酵素、香料の

Ⅰ-1～Ⅳ及び「加工助剤と母乳代替食

品用添加物の取り扱いについて」を作

成するとともに、「加工助剤と母乳代

替食品用添加物の取り扱いについて」

を削除し、昨年作成した手引注解の更

新を行った。 

 

＜手引注解の構成＞ 

· 全体的な注意 

· 加工助剤と母乳代替食品用添加

物について 

· Ⅰ-1．添加物の概要（1） 

· Ⅰ-2．添加物の概要（2） 

一般の添加物 

栄養成分関連添加物 

酵素 

香料 

· Ⅱ．有効性 

· Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂取量 

一般の添加物 

栄養成分関連添加物 

酵素 

香料 

· 【別添】情報検索の案内（1） 

· 【別添】情報検索の案内（2） 

· 【別添】食品健康影響評価の考え 

     方 

· 【別添】安全性試験を新たに実施 

     する場合の注意事項 

 

C-1-1．全体的な注意 

令和 6 年 4 月に、食品衛生行政が、

厚生労働省から消費者庁へ移管され

たことを受け、「全体的な注意」の記載

の見直しを行った。また、各種添加物

で概要書の構成が異なることが分か

るように、4 種類の概要書作成のため

の雛形である概要書テンプレート

（Word ファイル）を示した。なお、「引

用文献」については、昨年度に引き続

き「全体の注意」に含め、記載例を整

備した。 

 

C-1-2．加工助剤と母乳代替食品用添

加物について 

昨年度に作成した「加工助剤と母乳

代替食品用添加物の取り扱いについ

て」を「加工助剤と母乳代替食品用添

加物について」に変更した。加工助剤

については、評価対象物質の推計摂取

量区分の具体例を加えた。また、概要

書の作成にあたって、加工助剤の手引

注解を参照するのではなく、「添加物

に関する食品健康影響評価指針 第３

章 加工助剤の食品健康影響評価の考

え方」を参照することとした。母乳代

替食品用添加物については、安全性、

幼若試験及びばく露評価で考慮する

点を示した。 

 

C-1-3．添加物の概要 

 概要書の「Ⅰ．添加物の概要」には、 

序 
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１．名称及び用途 

２．起源又は発見の経緯 

３．国内外における使用状況 

４．国際機関等における安全性評価 

５．物理化学的性質 

６．使用基準案 

７．その他 

が含まれる。昨年度、一般の添加物の

手引注解として、「Ⅰ-1. 添加物の概

要（1）」で序～4を、「Ⅰ-2. 添加物の

概要（2）」で 5～7を扱った。今年度も

同じ構成とした。 

 

C-1-3-1．添加物の概要（1） 

序～4 については、4 分類の添加物

でスライドが共通な場合やスライド

の一部変更のみの場合が多かったた

め、4種類を 1つのファイルにまとめ、

それぞれのスライドの右上に、「一般」、

「香料」、「酵素」、「栄養」と記載し、

どの添加物が該当するかを示した。ま

た、Acrobat のしおり機能を使用する

と、それぞれに関連するファイルのみ

を見られるように設定し、「本スライ

ドの使い方」を示した。 

 

C-1-3-1-1．一般の添加物 

昨年度と大きな変更はないが、海外

の情報を精査し、リンク先をより適切

なものに変更した。3．国内外における

使用状況では、概要書において、米国

の Generally Recognized As Safe

（GRAS）と GRAS Notice がよく混同さ

れることから GRAS と GRAS Notice の

説明を加えた。 

 
5  IPA: Inventry Processing Aids 

 

C-1-3-1-2．栄養成分関連添加物 

栄養成分関連添加物については、そ

れぞれの項目の説明と記載例を香料

に適切なものとした。3．国内外におけ

る使用状況において、コーデックス委

員会では、栄養成分関連添加物は、食

品添加物に関するコーデックス一般

規格（GSFA）には含まれていないこと

のほか、「栄養表示に関するガイドラ

イン」や個別の食品規格を案内した。

EU では、ビタミンやミネラルに関連し

た「規則」（Regulation）や「指令」

(Directive)を案内した。米国やオー

ストラリア・ニュージーランドについ

ても、酵素の情報の入手先等を示した。 

 

C-1-3-1-3．酵素 

酵素については、その名称に学名等

を含み、長くなることから、「本品」を

定義し、「用語の定義」に記載する例を

示した。また、それぞれの項目の説明

と記載例を酵素に適切なものとした。

3．国内外における使用状況では、コー

デックス委員会では、一部の酵素は、

GSFAに含まれていることから、GSFAに

含まれる酵素の一覧表を作成した。ま

た、コーデックス委員会では、酵素の

多くは processing aids として扱われ

ているため、IPA5 Database を案内し

た。EU では食品酵素はリスト作成中で

あるため、EU リストについて記載され

ているWebサイトを案内するとともに、

申請状況を確認できるサイト等を示

した。米国やオーストラリア・ニュー
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ジーランドについても、酵素の情報の

入手先等を示した。 

 

C-1-3-1-4．香料 

それぞれの項目の説明と記載例を

香料に適切なものとした。3．国内外に

おける使用状況では、コーデックス委

員会では、一般規格（GSFA）に香料は

含まれていないこと、EU では、香料物

質独自の規則があること、米国やオー

ストラリア・ニュージーランドでの香

料物質の情報の入手先等を示した。 

 

C-1-3-2．添加物の概要（2） 

4 分類の添加物では、記載内容が異

なると考えられたことから一般の添

加物を参考に、栄養成分関連添加物、

酵素及び香料のファイルを作成した。 

 

C-1-3-2-1．一般の添加物 

 昨年度は、表紙に「一般添加物 新

規指定」と記載していたが、今年度の

修正においては、「一般の添加物 新

規指定/使用基準改正要請」とし、目次

の次に、新規指定要請及び使用基準改

正要請について、それぞれ参考にする

項目を一覧表で示した。 

使用基準改正を要請する場合の留

意点としては、以下を示した。①成分

規格の変更がなければ、成分規格につ

いては記載が省略され、変更がない旨

のみを記載する。②食品添加物の安定

性についての新たな試験は不要とな

るが、食品中の食品添加物の分析法は、

原則として新たな対象食品に対する

分析法が必要となる。③使用基準案に

ついては、現行の使用基準と改正案の

対照表を作成する。 

また、「試験法の検証データ及び試

験成績」について、改良を加え、報告

書作成の参考となる FADCC Web サイト

の「試験報告書への記載事項」へのリ

ンクを貼るとともに、「「試験成績」の

報告書への記載」の説明を修正した。 

 

C-1-3-2-2．栄養成分関連添加物 

栄養成分関連添加物の「添加物の概

要（2）」は一般の添加物と共通の部分

が多い。使用基準改正を要請する場合

も考えられることから、一般の添加物

と同様にその留意点を記載した。また、

使用基準案の設定では、一般の添加物

は推定一日摂取量とADIを比較するが、

栄養成分関連添加物は追加上限量

（Upper Intake Level for addition、

ULadd）を比較することを示した。 

 

C-1-3-2-3．酵素 

酵素については、現在、使用基準の

設定されたものはなく、使用基準改正

の要請はないため、新規指定要請のみ

について記載した。酵素の物理化学的

性質は、酵素の食品健康影響評価指針

に規定されており、他の添加物大きく

異なる。「５．物理化学的性質」の「構

造式等」の代わりに、「基原生物」、「成

分」、「性状」が含まれ、成分規格案は、

含量の代わりに酵素活性、定量法の代

わりに酵素活性測定法を設定するこ

とを示した。 

 

C-1-3-2-4．香料 
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香料については、使用基準は「着香」

に限定されるため、使用基準改正があ

るとすれば、一般の添加物の使用基準

改正となる。そこで、新規指定要請の

みについて記載した。香料は、概要書

の構成は一般の添加物と同じである

が、参照できる国内外の規格は少なく、

成分規格案についても、鉛やヒ素は設

定されない等、一般の添加物と異なる

ため、記載例を香料に適切なものとし

た。また、これまでの香料の要請資料

の記載を参考に、食品添加物の安定性

については、実測データは求めず、食

品中の食品添加物の分析法について

も、設定が困難である場合は、理由を

記載することとした。使用基準案及び

その設定根拠は着香の目的に限定さ

れているため、記載例を示した。 

C-1-4．有効性

有効性に関する知見については、

１．食品添加物としての有効性及び他

の同種の添加物との効果の比較 

２．食品中での安定性 

３．食品中の主要な栄養成分に及ぼす

影響 

について記載する。4 種類の添加物に

対して異なる説明はないことから、1

つのファイルとした。なお、昨年度の

内容に加え、「一般的な留意点」、「有効

性に関する知見の例」への「食品衛生

基準審議会」等の追加や図の修正等を

行った。 

C-1-5．安全性及び一日摂取量

4 分類の添加物では、記載内容が異

なることから一般の添加物を参考に、

栄養成分関連添加物、酵素及び香料の

ファイルを作成した。

C-1-5-1．一般の添加物

一般の添加物の概要書テンプレー

トの「Ⅲ．安全性に関する知見」には、

１．体内動態試験 

２．毒性試験 

（１）遺伝毒性試験

（２）反復投与毒性試験

（３）発がん性試験

（４）生殖毒性試験

（５）発生毒性試験

（６）アレルゲン性試験

（７）その他の試験

３．ヒトにおける知見 

が含まれ、「Ⅳ．一日摂取量の推計及び

考察」には、小項目がないことから、

昨年度、ⅢとⅣをあわせて「手引注解 

Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂取量」を作成

した。 

今年度は、全体的な見直しを行い、

「手引注解Ⅲ、Ⅳの構成と注意点」で

は、本注解で説明する内容及び概要書

記載に当たっての注意点に、使用基準

改正の場合に留意すべき点を追加し

た。また、「加工助剤」及び「母乳代替

食品用添加物」についても、本手引注

解に含めることとした。 

 Ⅲ．安全性の「A．安全性に関する知

見に盛り込むこと」は、「添加物に関す

る食品健康影響評価指針」で求められ

ている必要項目を掲げていたが、評価

に際しての基本的な考え方を示すこ

ととし、「A．安全性に関する知見に盛
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り込む点」と項目名を変更した。また、

「D．各試験結果に基づく記載の注意

事項」についても、内容の見直し及び

記載整備を行い、「D．各試験結果に基

づく記載の注意点」項目名を変更した。 

 

C-1-5-2．栄養成分関連添加物 

栄養成分関連添加物の概要書テン

プレートの「Ⅲ．安全性に関する知見」

には、 

１．体内動態試験 

２．ヒトにおける知見 

（１）臨床試験 

（２）症例報告 

（３）メタアナリシス 

（４）ヒトにおける知見に係る判断に

ついて 

３．毒性試験 

（１）遺伝毒性試験 

（２）反復投与毒性試験 

（３）発がん性試験 

（４）生殖毒性試験 

（５）発生毒性試験 

（６）アレルゲン性試験 

（７）その他の試験 

が含まれ、「Ⅳ．一日摂取量の推計及び

考察」が別にある。そこで、一般の添

加物と同様、ⅢとⅣをあわせた手引注

解とした。 

栄養成分関連添加物については、一

般の添加物と項目順が異なり、「２．ヒ

トにおける知見」では、臨床試験等の

記載を求めており、ヒトにおける知見

に重点が置かれている。一般の添加物

とは異なる内容であるため、手引注解

Ⅲ、Ⅳの全体の構成は一般の添加物の

手引注解と同様としたが、内容は「栄

養成分関連添加物に関する食品健康

影響評価指針」に沿ったものとした。 

 

C-1-5-3．酵素 

酵素の概要書テンプレートの「Ⅲ．

安全性に関する知見」には、 

１．基原生物の安全性 

（１）病原性及び有害物質の産生性に

関する事項 

（２）寄生性及び定着性に関する事項 

（３）病原性の外来因子に関する事項 

２．酵素の消化管内での分解性に関連

する事項 

（１）消化管内での易分解性 

（２）消化管内での分解に関わる主要

な因子 

（３）酵素又はその分解物の吸収及び

他の栄養成分の吸収への影響 

（４）酵素の主要な成分の過剰摂取の

問題 

（５）未分解物又は部分分解物の排泄

及び蓄積 

３．酵素の毒性 

（１）90 日間反復投与毒性試験 

（２）遺伝毒性試験 

（３）アレルゲン性 

４．酵素の消化管内での分解性及びア

レルゲン性に係る試験 

（１）人口胃液による酸処理及び酵素

（ペプシン）処理  

（２）人口腸液によるアルカリ処理及

び酵素（パンクレアチン）処理 

（３）加熱処理 

が含まれ、「Ⅳ．一日摂取量の推計及び

考察」が別にある。そこで、一般の添
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加物と同様、ⅢとⅣをあわせた手引注

解とした。酵素の安全性に関する知見

は、「基原生物の安全性」等、一般の添

加物とは異なる内容であるため、手引

注解Ⅲ、Ⅳの全体の構成は一般の添加

物の手引注解と同様としたが、内容は

「添加物（酵素）に関する食品健康影

響評価指針」に沿ったものとした。 

 

C-1-5-4．香料 

 香料の概要書テンプレートの「Ⅲ．

安全性に関する知見」は、 

１．遺伝毒性 

２．一般毒性 

３．一日摂取量の推計及び考察 

と、一般の添加物と大きく異なる構成

になっている。「Ⅲ．安全性に関する知

見」に「一日摂取量の推計及び考察」

が含まれていることから、手引注解の

標題は「Ⅲ．安全性、一日摂取量の推

計」とした。香料については、安全性

評価の方法や、一日摂取量の推計は一

般の添加物と異なる内容であるため、

手引注解Ⅲの全体の構成は一般の添

加物と同様としたが、内容は「香料に

関する食品健康影響評価指針」に沿っ

たものとした。 

 

C-1-6．【別添】情報検索の案内（1） 

情報検索の案内（1）は、手引注解Ⅰ

-1 中に緑字で示した箇所に対応した

情報検索等のリンク先や検索方法に

ついて案内した。4 分類の添加物につ

いての海外の規制に関する情報等を

収集し、昨年度の内容を更新した。4分

類の添加物でスライドが共通な場合

もあるため、4 種類を 1 つのファイル

にまとめ、それぞれのスライドの右上

に、「一般」、「香料」、「酵素」、「栄養」

と記載し、どの添加物が該当するかを

示した。また、Acrobat のしおり機能

を使用すると、それぞれに関連するフ

ァイルのみを見られるように設定し、

「本スライドの使い方」を示した。 

 

C-1-7．【別添】情報検索の案内（2） 

 情報検索の案内（2）では、手引注解

Ⅰ-2、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの情報検索等のリ

ンク先や検索方法について案内した。

情報検索の案内（2）では、一般の添加

物、栄養成分関連添加物、酵素、香料

の手引注解Ⅰ-2、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの情報

検索等のリンク先や検索方法につい

て案内している。情報検索の案内（1）

と同様、4 分類の添加物について 1 つ

のファイルにまとめた。 

 

C-1-8．【別添】食品健康影響評価の考

え方 

手引注解 Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂

取量の中で参照される「食品健康影響

評価の考え方」を別添として昨年度作

成した。今年度は、略語集の追加及び

記載整備を行った。 

 

C-1-9．【別添】安全性試験を新たに実

施する場合の注意事項 

手引注解 Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂

取量の中で参照されている「安全性試

験を新たに実施する場合の注意事項」

を別添として昨年度作成した。今年度

は、略語集の追加及び記載整備を行っ
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た。 

 

C-2．相談業務の透明性の向上 

C-2-1．ホームページの更新 

 令和 4 年度に作成した「指定等相談

の流れ」について、相談業務を踏まえ

て見直しを行い、ホームページを更新

した。 

これまで、【ステージゲート方式に

よる概要書案作成に関する相談の流

れについて】では、面談については、

ステージ1で相談者が希望する場合に

行うとしか記載がなかった。しかし、

多くの相談者は、食品添加物の指定等

要請の未経験者であり、チェックシー

ト1の内容を誤解している場合等があ

ったことから、まずは、チェックシー

ト1にとりあえず記入された時点での

面談を必須とした。また、ゲート 2に

おいて、チェックシート 2 の全ての項

目が記入済となった時点で面談を行

うこととした。 

なお、概要書には、安定性試験や毒

性試験等、準備に時間の掛かる資料

（引用文献）が必要となる。そのため、

それらの資料については、「準備中」等

であればゲート 1 は通過とし、チェッ

クシート2の提出までに準備すること

とした。また、チェックシート 2の確

認段階では文献の内容を確認しない

こととしているため、文献の提出は不

要とした。 

 

C-2-2．相談申込書 

令和 4年度に「相談申込書」を作成

し、指定要請等に該当するか否かの判

断のための3つの確認項目を設定した。

しかしながら、適切な対応がなされな

かった相談案件もあったことから、

「相談申込書」に「要請の事前点検書」

を添付し、相談申込書の送付の前に対

応を依頼することとした。 

 

C-2-3．手引注解 

 手引注解は、作成したものからホー

ムページで公開し、必要に応じて更新

を行った（資料 1）。また、昨年度作成

した全体的な注意の英文版「Handbook 

for the Procedure General notes」

についても、「全体の注意」に合わせて

修正し、公開した。 

 

D．考察 

 我が国における食品添加物の指定

等要請の手続きの透明性を高めるこ

とを目的として、手引注解をはじめと

する情報発信のための資料を作成し、

ホームページに公開した。 

指定等要請者が手引注解等を活用

し、着実に概要書作成を進められるこ

とが期待される。 

 

E．研究発表   

1. 論文発表 

 なし 

 

2. 学会発表 

 なし  
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